
行
政
研
究
・
民
間
ア
パ
ー
ト
の
居
佳
者
を
め
ぐ
っ
て

一

住
宅
を
め
ぐ
る
階
層
性

(
一
)
住
宅
事
情
の
階
層
的
側
面

　
わ
が
国
の
住
宅
供
給
は
公
共
賃
貸
住
宅
が
抑

制
さ
れ
る
中
で
、
主
と
し
て
、
民
間
自
力
建
設

に
依
存
し
、
持
家
と
民
間
ア
パ
ー
ト
を
中
心
と

し
た
民
営
の
借
家
の
増
大
が
放
置
さ
れ
て
き

た
。
こ
の
結
果
、
昭
和
三
十
年
代
以
降
の
産
業

構
造
の
高
度
化
に
と
も
な
う
著
し
い
地
域
構
造

の
変
容
に
よ
っ
て
、
大
都
市
を
無
秩
序
な
開
発

の
混
乱
の
渦
中
に
陥
れ
、
そ
の
生
活
環
境
の
著

し
い
悪
化
が
い
っ
そ
う
促
進
さ
れ
た
。
同
時
に
、

大
都
市
生
活
者
の
開
に
は
、
持
家
、
借
家
居
住

者
間
の
激
し
い
住
宅
水
準
の
格
差
を
助
長
し
、

住
宅
の
広
さ
（
表
一
―
一
①
）
ば
か
り
で
な
く
、

食
寝
や
就
寝
の
分
離
（
表
一
―
一
②
）
、
日
照
、

設
備
等
住
宅
の
基
本
的
な
条
件
を
満
た
す
た
め

に
は
、
自
力
で
持
家
を
建
て
る
か
購
入
す
る
ほ

か
に
手
だ
て
が
な
く
、
そ
れ
が
で
き
な
け
れ
ば
、

民
間
ア
パ
ー
ト
の
劣
悪
な
住
環
境
に
甘
ん
じ
る

し
か
な
か
っ
た
。

　
さ
ら
に
、
民
間
自
力
建
設
と
持
家
政
策
を
基

調
と
し
た
わ
が
国
の
住
宅
政
策
の
も
と
で
は
、

商
品
と
し
て
の
住
宅
を
め
ぐ
る
住
水
準
の
格
差

表1－1　持家・借家の住宅水準

①持家・借家別住宅の広さ

そ
の
二

＜資料＞住宅統計調査

（注）以下とくに表示のないものは、横浜市についての資
　　料である。

〔単位：％・世帯〕②食寝分離と就寝分離
一
―
一
）
。

　
こ
う
し
た
住
宅
事
情
の
階
層
的
側
面
は
、
地

価
や
建
設
資
材
の
高
騰
の
結
果
、
い
っ
そ
う
強

調
さ
れ
る
傾
向
に
あ
る
。
持
家
は
、
ま
す
ま
す

高
収
入
者
に
限
定
さ
れ
、
公
営
住
宅
の
建
設
戸

数
の
激
減
や
、
公
団
住
宅
の
家
賃
の
高
騰
に
よ

っ
て
、
低
所
得
層
ば
か
り
か
、
広
く
借
家
居
住
者

図1－1　収入と住宅の所有関係の
家
族
生
活
に
お
げ
る
不
満
や
不
安
、
住
宅
に

対
す
る
絶
望
感
を
深
め
て
き
た
と
い
え
よ
う
。

(
二
)
民
間
ア
パ
ー
ト
居
住
者
の
主
軸

　
住
宅
の
所
有
関
係
に
よ
っ
て
住
宅
水
準
の
格

差
が
あ
り
、
民
間
ア
パ
ー
ト
等
の
民
営
の
借
家

で
は
、
一
般
に
劣
悪
な
住
環
境
を
強
い
ら
れ
て

い
る
。
こ
れ
ら
民
営
借
家
の
居
住
者
の
構
成
に
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中
高
年
民
間
ア
パ
ー
ト
居
住
者
と
そ
の
背
景

は
、
き
わ
め
て
階
層
的
な
も
の
と
し
て
現
わ
れ

ざ
る
を
得
な
い
。
持
家
に
居
住
し
、
住
宅
の
基

本
的
な
条
件
を
確
保
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ど

う
か
は
、
資
産
と
収
入
に
か
か
わ
っ
て
く
る
。

例
え
ば
年
収
二
〇
〇
万
円
以
上
で
は
持
家
が
六

〇
％
以
上
を
占
め
て
い
る
が
、
一
五
〇
万
円
以

下
で
は
、
三
〇
％
前
後
に
す
ぎ
ず
、
収
入
と
住

宅
の
所
有
関
係
は
相
互
に
関
連
し
て
い
る
（
図



注
目
す
る
と
、
年
齢
的
に
は
、
三
十
歳
代
以
下

が
多
数
を
占
め
、
二
十
九
歳
以
下
が
三
九
％
、

三
十
～
三
十
九
歳
が
三
三
％
と
な
っ
て
い
る

　
（
表
一
―
二
）
。
入
居
時
期
で
は
四
十
六
年
以
降

の
入
居
者
が
ほ
ぼ
六
〇
％
を
占
め
、
四
十
一
～

四
十
五
年
を
あ
わ
せ
れ
ば
八
八
％
に
達
し
、
民

営
借
家
居
住
者
の
居
住
年
数
は
一
般
に
短
い

（
表
一
―
三
）
。
ま
た
、
世
帯
の
家
族
構
成
や
規

(単位：％)表1―2　民営借家の主な働き手の年齢構成

(単位：％)表1－3　民営借家居住者の入居時期別構成一昭和48年10月－

模
を
年
齢
と
あ
わ
せ
て
考
え
る
と
、
二
十
歳
代

の
夫
婦
の
み
及
び
夫
婦
と
子
ど
も
一
人
、
三
十

歳
代
の
夫
婦
と
子
ど
も
一
人
な
い
し
二
人
の
世

帯
に
集
中
し
て
い
る
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
こ

の
ほ
か
、
三
十
歳
代
で
子
ど
も
の
い
な
い
夫
婦

世
帯
、
二
十
歳
代
の
単
身
世
帯
、
四
十
歳
代
の

核
家
族
世
帯
が
比
較
的
多
い
が
、
家
族
人
員
五

人
以
上
の
世
帯
は
少
な
い
（
表
一
―
四
）
。

　
　
　
　
　
　
　
さ
ら
に
、
職
業
で
は
生
産
労

働
従
事
者
が
最
も
多
く
三
七
％

を
占
め
て
い
る
。
教
育
程
度
で

は
大
卒
、
企
業
規
模
で
は
、
三

〇
〇
人
以
上
・
官
公
庁
が
や
や

少
な
い
が
い
ず
れ
も
ほ
ぼ
全
市

の
構
成
が
そ
の
ま
ま
反
映
さ
れ

て
い
る
と
い
え
よ
う
（
昭
和
五

十
年
市
民
意
識
実
態
調
査
）
。

　
こ
の
よ
う
に
民
営
借
家
の
居

住
世
帯
の
主
力
は
①
二
十
歳
代

の
夫
婦
世
帯
②
二
十
歳
代
後
半

か
ら
三
十
歳
代
の
夫
婦
と
子
ど

も
で
三
～
四
人
の
世
帯
と
見
ら

れ
。
居
住
年
数
は
著
し
く
短
い
。

ま
た
民
営
借
家
の
居
住
者
に
は

生
産
労
働
従
事
者
が
や
や
多
い

が
、
若
年
単
身
・
核
家
族
世
帯

を
主
軸
と
し
て
い
る
こ
と
か

ら
、
若
年
層
を
中
心
と
し
た
事

務
的
職
業
従
事
者
や
大
企
業
従

業
者
、
高
学
歴
者
が
か
な
り
こ

(単位：％)

民営借家居住世帯の家族構成

　（単位：％）　①　家族類型

表1－4

②　家族人員

＜資料＞昭和50年市民意識実態調査＜資料＞昭和50年市民意識実態調査

れ
ら
に
含
ま
れ
て
い
る
*
。

＊
建
設
省
住
宅
局
「
昭
和
四
十
七
年
度
民
間
木

造
賃
貸
住
宅
実
態
調
査
」
一
九
七
三

(
三
)
住
宅
の
す
み
か
え
・
移
動
の
パ
タ
ー
ン

　
民
間
ア
パ
ー
ト
居
住
者
の
主
軸
は
、
一
般
的

に
、
若
年
単
身
な
い
し
核
家
族
の
世
帯
で
あ
る
。

ま
た
逆
に
、
二
十
歳
代
、
三
十
歳
代
前
半
で
の

持
家
居
住
は
、
特
殊
な
場
合
と
考
え
ら
れ
（
図

一
―
二
）
、
住
宅
の
所
有
を
め
ぐ
る
階
層
的
な

側
面
は
、
ま
だ
顕
在
化
し
て
い
な
い
。
と
こ
ろ

が
、
四
十
歳
代
以
降
で
は
、
年
齢
の
上
昇
と
と

も
に
、
持
家
世
帯
の
割
合
は
増
加
し
、
六
〇
～

七
五
％
に
達
す
る
（
図
一
―
二
）
。
こ
う
し
た

背
景
に
は
、
大
都
市
の
勤
労
者
世
帯
が
持
家
に

居
住
す
る
ま
で
の
住
宅
の
す
み
か
え
、
移
動
の

過
程
が
、
一
般
に
次
の
よ
う
な
パ
タ
ー
ン
と
し

て
考
え
ら
れ
る
。

　
十
歳
代
後
半
か
ら
二
十
歳
代
前
半
に
か
け
て

単
身
で
、
就
学
や
就
職
。
転
勤
な
ど
の
事
情
で
独

立
し
（
こ
の
場
合
地
方
か
ら
大
都
市
へ
と
い
う

よ
う
な
地
域
的
移
動
を
と
も
な
う
場
合
も
多

い
）
、
先
ず
寮
や
設
備
共
用
の
民
間
ア
パ
ー
ト
に

住
む
の
が
一
般
的
で
あ
ろ
う
。
そ
の
後
、
年
齢

と
と
も
に
、
結
婚
、
出
産
な
ど
に
よ
っ
て
世
帯

の
規
模
の
拡
大
・
成
長
が
ほ
ぼ
三
十
歳
代
前
半

ま
で
続
き
、
世
帯
の
規
模
の
安
定
化
と
子
ど
も

の
成
長
の
段
階
に
入
る
。
こ
う
し
た
世
帯
の
成

長
段
階
を
契
機
と
し
て
、
設
備
専
用
の
民
間
ア

パ
ー
ト
を
中
心
に
、
一
般
に
は
地
域
的
な
遠
心
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図1－2　年齢と住宅の所有関係的
移
動
を
と
も
な
っ
て
、
公
営
の
借
家
、
社
宅

も
混
じ
え
な
が
ら
す
み
か
え
が
は
か
ら
れ
る
。

こ
う
し
て
三
十
歳
代
な
か
ば
か
ら
四
十
歳
代
に

か
け
て
持
家
に
到
達
し
て
い
く
（
図
一
―
三
）
。

　
と
は
い
え
、
こ
の
よ
う
な
住
宅
の
す
み
か
え
・

移
動
の
パ
タ
ー
ン
は
、
年
齢
や
世
帯
の
成
長
段

階
に
対
応
し
て
、
こ
れ
を
可
能
に
す
る
よ
う
な

一
定
の
収
入
の
基
盤
を
必
要
と
す
る
。
ま
た
し

た
が
っ
て
、
年
齢
の
若
い
時
期
に
は
、
顕
在
化

し
な
か
っ
た
住
宅
の
所
有
を
め
ぐ
る
階
層
的
側

面
が
、
年
齢
や
世
帯
の
成
長
・
規
模
の
拡
大
の

過
程
に
お
い
て
、
徐
々
に
そ
の
姿
を
現
わ
す
と

い
え
よ
う
。
図
一
―
三
の
パ
タ
ー
ン
の
よ
う
に

誰
も
が
持
家
に
居
住
で
き
る
わ
け
で
は
な
く
、

図1－3　住宅のすみかえ・移動のパターン
他
方
で
は
二
十
歳
代
で
住
み
始
め
た
民
間
ア
パ

ー
ト
か
ら
脱
出
で
き
ず
に
、
そ
の
ま
ま
中
高
年

齢
に
達
し
て
し
ま
う
世
帯
も
決
し
て
少
な
く
な

い
。
彼
ら
の
場
合
、
民
間
ア
パ
ー
ト
居
住
者
の

多
く
を
占
め
る
主
軸
の
特
徴
と
は
、
異
っ
て
い

る
。
居
住
年
数
が
比
較
的
長
く
、
年
齢
は
三
十

代
後
半
か
ら
四
十
代
、
五
十
代
に
達
す
る
。
こ

の
よ
う
な
中
高
年
齢
民
間
ア
パ
ー
ト
停
滞
層
の

階
層
的
特
性
と
背
景
に
つ
い
て
、
次
の
調
査
結

果
を
通
し
て
考
え
て
み
た
い
。

民
間
ア
パ
ー
ト
層
の
特
性

―
神
之
木
台
周
辺
―

(
一
)
年
齢
構
成
と
居
住
年
数

　
調
査
対
象
者
の
総
数
は
一
〇
二
で
、
前
回
調

査
（
四
十
八
年
八
月
都
市
研
）
の
標
本
を
使
用

し
た
。
五
十
年
十
二
月
現
在
で
、
こ
の
う
ち
四

十
八
人
が
対
象
地
域
か
ら
転
出
し
て
お
り
（
以

下
転
出
者
と
す
る
）
、
残
り
五
十
四
人
が
ひ
き

続
い
て
対
象
地
域
内
に
居
住
し
て
い
る
（
以
下

居
住
者
と
す
る
）
。
ま
た
回
収
標
本
数
は
居
住

者
が
五
十
四
、
転
出
者
が
三
十
二
で
あ
る
。
転

出
者
四
十
八
入
の
転
出
先
別
の
内
訳
は
、
神
奈

川
区
内
二
五
・
五
％
、
横
浜
市
内
二
七
・
七
％
、

神
奈
川
県
内
一
〇
・
六
％
、
県
外
二
一
・
三
％
。

不
明
一
四
・
九
％
と
な
っ
て
い
る
。

　
こ
れ
ら
の
対
象
者
の
う
ち
、
居
住
者
で
は
二

十
歳
代
の
割
介
が
著
し
く
低
く
九
・
三
％
に
す

ぎ
な
い
が
、
三
十
歳
代
、
四
十
歳
代
の
占
め
る

割
合
が
高
い
。
ま
た
転
出
者
で
は
、
居
住
者
よ

り
も
全
市
民
営
借
家
の
構
成
に
近
い
。
居
住
年

数
で
も
全
市
民
営
借
家
の
七
〇
％
、
転
出
者
の

六
〇
％
が
五
年
未
満
で
あ
る
が
、
居
住
者
の
七

〇
％
は
逆
に
五
年
以
上
で
あ
る
（
表
ニ
ー
ー
）
。

　
し
た
が
っ
て
対
象
者
の
う
ち
居
住
者
に
は
、

中
高
年
齢
の
停
滞
層
が
か
な
り
の
割
合
で
含
ま

れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
、
彼
ら
の
住
宅
水
準
や

階
層
特
性
と
転
出
者
と
の
比
較
を
通
し
て
、
中

高
齢
停
滞
層
の
特
性
・
傾
向
を
推
測
で
き
よ
う
。

(
二
)
住
宅
水
準

　
前
回
の
調
査
で
、
住
宅
の
室
数
二
室
以
下
が

九
〇
％
に
達
し
て
い
た
。
居
住
者
は
こ
れ
と
ほ

表2－1　標本の年齢構成と居住年数ぼ
同
様
の
結
果
と
な
っ
て
い
る
が
、
転
出
者
で

は
三
室
以
上
が
五
〇
％
に
及
び
、
平
均
で
二
・

六
室
と
室
数
の
増
加
が
見
ら
れ
る
（
表
二
―
二

①
）
。
そ
の
ほ
か
、
日
照
時
間
や
便
所
、
台
所
、

風
呂
場
の
設
備
に
つ
い
て
も
、
転
出
者
の
住
宅

水
準
は
、
著
し
く
向
上
し
て
い
る
（
表
二
―
二

②
③
）
。
こ
れ
は
、
転
出
者
の
六
〇
％
が
民
営

の
借
家
を
脱
出
し
て
、
持
家
、
公
営
借
家
、
社
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宅
な
ど
の
条
件
の
良
い
住
宅
に
す
み
か
え
て
い

る
こ
と
や
、
民
営
借
家
の
場
合
で
も
比
較
的
高

家
賃
の
借
家
に
移
動
す
る
例
が
多
い
こ
と
に
よ

っ
て
い
る
。
家
賃
で
は
居
住
者
平
均
が
一
九
、

四
五
〇
円
、
借
家
へ
の
転
出
者
平
均
が
一
七
、

〇
〇
〇
円
で
こ
の
う
ち
民
営
借
家
転
出
者
平
均

は
二
一
、
Ｏ
Ｏ
Ｏ
円
と
な
っ
て
い
る
。

(
三
)
職
業
・
教
育
程
度

表2－2　住宅水準の比較

①　室　　数

②　日照時間

　
居
住
者
の
職
種
で
は
、
生
産
工
程
従
事
が
五

六
％
を
占
め
最
も
多
く
、
自
営
業
が
一
五
％
で

こ
れ
に
次
い
で
い
る
。
転
出
者
で
も
生
産
工
程

従
事
が
最
も
多
い
が
、
事
務
職
・
技
術
職
な
ど

の
ホ
ワ
イ
ト
カ
ラ
ー
も
か
な
り
見
ら
れ
る
。
勤

め
先
の
従
業
員
規
模
で
は
、
居
住
者
の
二
分
の

一
が
一
九
人
以
下
の
小
零
細
企
業
の
従
業
者

で
、
二
九
九
人
以
下
の
中
小
企
業
従
業
者
は
六

六
％
に
達
す
る
。
転
出
者
で
は
三
〇
〇
人
以
上

（　）内単位％③　設　　備

が
三
七
％
を
占
め
、
一
九
人
以
下
は
四
〇
％
と

な
っ
て
い
る
。
教
育
程
度
に
つ
い
て
は
、
居
住

者
の
六
五
％
が
中
卒
で
あ
る
が
、
転
出
者
で
は

高
卒
が
五
三
％
で
最
も
多
く
、
大
卒
も
一
二
％

を
占
め
る
（
表
二
―
三
）
。
い
ず
れ
に
し
て
も

全
市
の
民
営
借
家
の
居
住
者
と
対
象
者
の
居
住

者
の
構
成
に
は
、
顕
著
な
差
異
が
あ
り
、
そ
の

中
間
に
転
出
者
の
構
成
が
位
置
づ
け
ら
れ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
民
間
ア
パ
ー
ト
居
住
者
の
主

表2－3　職業・教育程度の比較

①職　業

軸
と
異
っ
て
、
中
高
年
齢
で
居
住
年
数
の
長
い

居
住
者
の
多
く
は
、
小
零
細
企
業
の
生
産
工
程

従
事
者
か
、
零
細
自
営
業
主
で
、
義
務
教
育
だ

け
の
低
い
教
育
水
準
に
あ
る
。
既
に
述
べ
た
よ

う
に
、
住
宅
事
情
の
階
層
的
側
面
は
、
年
齢
や

世
帯
の
成
長
過
程
と
密
接
に
関
連
し
な
が
ら
、

住
宅
の
す
み
か
え
・
移
動
の
過
程
で
現
わ
れ
る
。

つ
ま
り
、
具
体
的
に
は
低
教
育
水
準
で
就
職
し

た
小
零
細
企
業
の
従
業
者
や
企
業
か
ら
反
撥
さ

②　勤め先の従業員規模

③　教育程度
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れ
た
零
細
自
営
業
主
が
、
民
間
ア
パ
ー
ト
か
ら

脱
出
で
き
な
い
う
ち
に
中
高
年
齢
に
達
し
、
そ

の
ま
ま
停
滞
し
て
い
く
過
程
に
端
的
に
現
わ
れ

る
と
い
え
よ
う
。

(
四
)
転
出
者
の
構
成

　
転
出
者
四
十
八
人
に
つ
い
て
は
、
二
十
歳
代

か
ら
三
十
歳
代
の
若
年
世
帯
が
多
く
、
居
住
者

に
比
し
て
、
居
住
年
数
の
短
い
人
た
ち
が
多
く

ほ
と
ん
ど
五
年
未
満
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

民
間
ア
パ
ー
ト
居
住
者
の
主
軸
に
近
い
特
徴
・

傾
向
を
示
し
て
い
る
が
、
実
は
こ
の
転
出
者
も

一
様
で
は
な
く
、
か
な
り
多
様
性
が
認
め
ら
れ

る
。
転
出
者
の
う
ち
、
回
収
し
た
三
十
二
例
に

つ
い
て
、
転
出
地
を
神
奈
川
区
内
、
横
浜
市
内
、

市
外
の
３
三
つ
に
分
け
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
特
徴

を
整
理
し
て
み
た
（
表
ニ
ー
四
）
。

　
(
１
)
神
奈
川
区
内
（
十
二
例
）

　
こ
の
グ
ル
ー
プ
は
、
移
動
距
離
が
最
も
短
く
、

住
宅
の
種
類
で
は
、
民
間
ア
パ
ー
ト
が
七
例
で

最
も
多
い
。
転
出
の
事
情
か
ら
見
て
、
条
件
の

良
い
ア
パ
ー
ト
を
近
く
で
探
し
、
転
居
し
た
と

考
え
ら
れ
る
が
、
他
の
グ
ル
ー
プ
よ
り
、
住
宅

の
条
件
は
必
ず
し
も
良
く
な
い
。
家
賃
も
民
間

ア
パ
ー
ト
の
転
出
者
平
均
二
万
一
千
円
よ
り
低

い
例
が
多
い
。
学
歴
で
ぱ
中
卒
七
例
、
高
卒
五

例
、
職
業
は
小
零
細
企
業
の
従
業
者
や
左
官
・

大
工
な
ど
の
建
設
職
人
が
多
い
。
年
齢
で
も
平

均
三
九
・
九
歳
で
あ
り
、
住
宅
水
準
や
そ
の
職

業
・
教
育
程
度
な
ど
の
特
性
も
あ
わ
せ
て
、
居

(表中→は、転居前→後)

表2－4　転出者の転出地別の構成

①　神奈川区内（12例、平均年齢39.9歳）

横浜市内（９例、平均年齢38.9歳）②

③　横浜市外（11例、県内４例・県外７例、平均年齢29.4歳）
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住
者
の
特
徴
に
よ
く
似
て
い
る
。
こ
の
ほ
か
持

家
購
入
が
一
例
、
実
家
に
帰
り
商
売
を
手
伝
う

例
が
二
例
あ
っ
た
。

　
(
２
)
横
浜
市
内
（
九
例
）

　
こ
の
グ
ル
≒
フ
で
は
公
営
や
公
団
の
借
家
に

当
選
し
、
転
居
し
た
例
が
五
例
あ
り
、
最
も
多

い
。
住
宅
の
設
備
は
九
例
す
べ
て
が
専
用
で
、

家
賃
に
つ
い
て
も
、
七
例
ま
で
が
一
万
五
千
円

以
下
で
あ
る
。
教
育
程
度
は
中
卒
五
例
、
高
卒

四
例
、
職
業
で
は
、
事
務
や
技
術
職
、
大
企
業

従
業
者
も
見
ら
れ
る
。
平
均
年
齢
は
三
八
・
九

歳
。
持
家
購
入
は
一
例
。

　
(
３
)
市
外
（
十
一
例
）

　
こ
の
グ
ル
ー
プ
で
は
転
勤
モ
の
他
に
よ
る
社

宅
へ
の
転
出
が
五
例
、
郷
里
の
実
家
へ
帰
っ
た

例
が
三
例
あ
る
。
住
宅
の
設
備
で
は
一
例
を
の

で
い
て
専
用
で
あ
る
。
教
育
程
度
は
中
卒
一
例
、

高
卒
六
例
、
大
卒
四
例
で
最
も
高
い
。
職
業
で

は
事
務
、
技
術
職
や
大
企
業
従
業
者
が
多
い
。

平
均
年
齢
は
二
九
・
四
歳
で
最
も
低
く
、
若
年

世
帯
が
多
い
。

　
転
出
者
三
十
二
例
の
う
ち
、
持
家
へ
の
転
出

が
七
例
、
公
営
の
借
家
と
社
宅
が
そ
れ
ぞ
れ
六

例
で
、
民
間
ア
パ
ー
ト
が
十
例
あ
る
。
こ
の
う

ち
民
間
ア
パ
ー
ト
の
七
例
は
、
神
奈
川
区
内
へ

の
転
出
で
あ
る
が
、
彼
ら
の
特
性
は
む
し
ろ
居

住
者
に
近
く
、
こ
れ
ら
の
区
内
転
出
者
に
も
、

民
間
ア
パ
ー
ト
停
滞
の
傾
向
が
見
ら
れ
る
と
い

え
よ
う
。

(
五
)
居
住
者
の
職
業
と
職
歴

　
居
住
者
の
職
業
に
つ
い
て
は
、
中
小
企
業
と

り
わ
け
小
零
細
企
業
の
従
業
者
や
自
営
業
主
が

多
い
と
い
う
特
徴
が
あ
り
、
彼
ら
の
教
育
水
準

は
低
か
っ
た
。
そ
れ
ら
の
具
体
的
な
職
種
と
し

て
は
、
旋
盤
工
、
溶
接
工
等
の
工
員
、
土
工
、

そ
の
他
雑
役
作
業
員
、
大
工
、
左
官
等
の
建
設

職
人
、
小
商
店
主
、
タ
ク
シ
ー
逓
転
手
、
日
雇

労
働
者
な
ど
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
れ
ら
居
住
者
五
十
四
人
の
う

ち
三
十
八
人
（
七
〇
・
四
％
）
ま
で
は
、
収
入

や
健
康
・
病
気
を
主
な
理
由
に
転
職
し
た
経
験

が
あ
る
。
彼
ら
の
多
く
は
、
二
～
三
度
の
転
職

を
経
験
し
て
お
り
、
職
歴
巾
の
具
体
的
な
職
種

と
し
て
は
建
設
日
雇
、
港
湾
荷
役
、
雑
役
、
土

工
、
大
工
、
左
官
、
小
商
店
店
員
、
組
立
て
工

セ
ー
ル
ス
マ
ン
な
ど
で
、
小
零
細
企
業
の
従
業

者
や
零
細
自
営
業
主
を
や
は
り
中
心
と
し
て
い

る
。
こ
の
よ
う
に
、
居
住
者
の
転
職
は
小
零
細

企
業
を
中
心
と
し
た
い
わ
ゆ
る
単
純
・
未
熟
練

労
働
の
範
囲
の
中
で
行
な
わ
れ
、
現
在
の
職
業

も
ま
た
そ
う
し
た
職
種
に
限
定
さ
れ
て
い
る
。

　
次
に
、
居
住
者
の
職
場
の
所
在
地
で
は
、
神

奈
川
区
内
が
十
五
例
（
有
職
者
中
三
一
％
）
で

最
も
多
く
、
鶴
見
区
、
川
崎
市
が
そ
れ
ぞ
れ
七

例
（
一
五
％
）
で
こ
れ
に
次
い
で
い
る
。
こ
の

た
め
通
勤
時
間
で
も
三
〇
分
以
内
が
五
二
％
を

占
め
、
一
時
間
以
上
は
一
例
し
か
な
い
。
彼
ら

の
多
く
が
神
奈
川
区
内
を
含
め
た
近
接
地
に
職

場
を
持
ち
、
通
勤
時
間
も
短
い
。

　
こ
の
ほ
か
、
勤
務
先
で
住
宅
に
関
し
て
、
住

宅
資
金
や
社
宅
な
ど
従
業
員
へ
の
助
成
を
行
な

っ
て
い
る
例
は
少
な
い
。
有
職
者
四
十
八
人
の

う
ち
何
も
な
い
が
三
十
七
人
（
七
七
・
一
％
）

で
あ
る
。
ま
た
労
働
組
合
に
組
織
さ
れ
る
も
の

は
、
わ
ず
か
八
入
（
一
五
％
）
に
す
ぎ
な
い
。

　
前
述
の
よ
う
に
、
居
住
者
の
多
く
は
、
小
規

模
零
細
企
業
を
中
心
と
し
た
単
純
・
未
熟
練
労

働
の
職
種
を
転
々
と
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
職

業
の
背
景
に
は
、
低
廉
な
労
働
力
を
基
礎
と
し

て
、
そ
の
技
術
構
成
や
生
産
性
の
低
さ
を
補
う

脆
弱
な
小
零
細
企
業
の
密
集
地
域
に
賃
金
構
造

の
底
辺
と
し
て
、
高
密
度
の
集
積
が
形
成
さ
れ

表2－5　不安定層の構成（参考文献４から）

る
こ
と
が
考
え
ら
れ
、
東
京
の
下
町
・
城
東
地

域
に
そ
の
典
型
が
見
ら
れ
る
(
１
)
。
し
か
も
こ
う

し
た
単
純
・
未
熟
練
労
働
者
に
あ
っ
て
は
、
収

入
や
労
働
条
件
が
劣
悪
な
ば
か
り
で
な
く
、
組

織
力
が
弱
い
た
め
に
、
自
己
の
生
活
条
件
を
守

る
こ
と
が
で
き
に
く
い
。
ま
た
し
た
が
っ
て
、

景
気
の
変
動
に
よ
る
影
響
を
受
け
や
す
く
、
多

額
の
支
出
を
強
い
ら
れ
る
突
発
的
な
事
故
（
例

え
ば
傷
病
や
離
死
別
）
を
契
機
と
し
て
、
公
的

扶
助
を
受
け
る
よ
う
な
場
合
も
起
こ
り
う
る
と

い
え
よ
う
(
２
)
。
つ
ま
り
こ
う
し
た
小
規
模
零
細

企
業
の
従
業
者
や
零
細
業
主
を
中
心
と
し
た
単

純
・
未
熟
練
労
働
者
は
「
不
安
定
階
層
」
の
典

型
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
(
３
)
（
表
二
―
五
）
。

(
１
)
北
川
隆
古
・
島
崎
　
稔
『
現
代
日
本
の
都
市

　
社
会
』
、
一
九
六
九
、
一
五
六
～
一
五
七
頁

(
２
)
江
口
英
一
「
不
安
定
層
の
集
約
点
」
、
都
市

　
問
題
第
五
五
巻
四
号
、
一
九
六
四
、
四
五
～

　
四
六
頁

(
３
)
江
口
英
一
「
低
所
得
階
層
の
吟
味
」
、
都
市

　
問
題
第
五
八
巻
二
号
、
一
九
六
七
、
一
一
頁

(
六
)
要
　
約

①
調
査
対
象
者
の
う
ち
居
住
者
に
は
、
中
高
齢

　
民
間
ア
パ
ー
ト
停
滞
層
の
傾
向
か
う
か
が
え

　
る
。

②
転
出
者
は
民
間
ア
パ
ー
ト
の
主
軸
に
近
い
特

　
微
か
あ
る
が
、
神
奈
川
区
内
の
転
出
者
で
は

　
居
住
者
に
や
や
似
た
性
格
を
持
っ
て
い
る
。

③
転
出
者
の
教
育
程
度
は
、
居
住
者
よ
り
高
く
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ま
た
事
務
、
技
術
職
、
大
企
業
従
業
者
も
転

　
出
者
に
多
い
。
転
出
者
の
住
宅
水
準
は
、
転

　
居
に
よ
り
改
善
さ
れ
て
い
る
。

④
住
宅
事
情
の
階
層
的
側
面
は
、
年
齢
や
世
帯
　

　
の
成
長
過
程
に
対
応
す
る
住
宅
の
す
み
か
え

　
・
移
動
の
過
程
で
現
わ
れ
、
具
体
的
に
は
、

　
低
教
育
水
準
の
小
零
細
企
業
従
業
者
や
零
細

　
業
主
を
主
と
し
た
、
生
活
基
盤
の
不
安
定
な

　
単
純
・
未
熟
練
労
働
者
が
、
中
高
年
齢
に
達

　
し
な
が
ら
、
民
間
ア
パ
ー
ト
か
ら
脱
出
で
き

　
な
い
ま
ま
停
滞
し
て
い
く
過
程
に
端
的
に
現

　
わ
れ
る
。

三
―
　
　
　
中
高
年
停
滞
層
の
背
景

(
一
)
民
間
ア
パ
ー
ト
停
滞
層

　
以
上
の
よ
う
に
、
大
都
市
生
活
者
の
間
の
住

宅
水
準
の
格
差
や
住
宅
の
所
有
を
め
ぐ
る
階
屑

的
側
面
は
相
互
に
関
連
し
な
が
ら
、
年
齢
や
そ

れ
に
対
応
す
る
世
帯
の
成
長
過
程
と
こ
れ
に
と

も
な
う
住
宅
の
す
み
か
え
・
移
動
の
過
程
で
明

ら
か
に
な
る
。
具
体
的
に
は
高
学
歴
の
大
規
模

企
業
の
従
業
者
や
ホ
ワ
イ
ト
カ
ラ
ー
層
で
は
二

十
～
三
十
歳
代
の
単
身
・
新
婚
の
一
時
期
、
民

間
ア
パ
ー
ト
居
住
を
経
験
し
て
も
、
三
十
歳
代

の
な
か
ば
か
ら
四
十
歳
前
後
に
か
け
て
、
最
終

的
に
持
家
に
達
す
る
前
述
の
パ
タ
ー
ン
（
図
一

―
三
）
の
過
程
で
あ
っ
た
。
ま
た
他
方
、
小
規

模
零
細
企
業
従
業
者
、
零
細
業
主
を
中
心
と
し

た
単
純
・
未
熟
練
労
働
者
の
世
帯
が
、
中
高
齢
に

達
し
な
が
ら
、
民
間
ア
パ
ー
ト
に
長
期
間
停
滞

し
て
し
ま
う
過
程
で
も
あ
っ
た
（
表
三
―
一
）
。

　
＊
建
設
省
住
宅
局
『
民
間
木
造
賃
貸
住
宅
実
態

　
調
告
』
一
九
七
三

(
二
)
賃
金
構
造
の
反
映

　
前
述
の
よ
う
に
、
住
宅
の
所
有
に
き
わ
め
て

階
層
的
側
面
が
強
い
の
は
、
そ
れ
が
収
入
の
多

少
・
不
安
定
と
い
っ
た
事
柄
と
不
可
分
の
関
係

に
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
わ
が
国
の
賃

金
構
造
を
主
と
し
て
、
教
育
程
度
や
企
業
規
模

に
お
け
る
格
差
の
面
か
ら
捉
え
て
み
よ
う
。

表3－1　企業規模別の年齢と住宅の所有関係

＜資料＞昭和50年市民意識実態調査

　
先
ご
ろ
、
発
表
さ
れ
た
教
育
白
書
の
指
摘
に

も
あ
る
通
り
、
近
年
、
初
任
給
の
学
歴
間
格
差

は
、
年
を
追
っ
て
縮
小
の
傾
向
に
あ
り
、
神
奈

川
県
で
は
大
卒
大
企
業
と
中
卒
中
小
企
業
の
格

差
は
、
四
十
九
年
に
七
〇
・
八
％
ま
で
縮
小
し

て
い
る
（
表
三
―
二
①
）
。
同
様
に
、
規
模
別
の

平
均
所
得
の
格
差
も
、
全
国
一
〇
〇
〇
人
以
上

と
一
～
四
人
と
の
比
で
、
四
十
九
年
に
一
・
六

三
倍
ま
で
縮
小
し
て
お
り
（
表
三
―
ニ
②
）
、

一
般
に
賃
金
格
差
は
、
近
年
そ
の
縮
小
傾
向
を

以
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
。

　
と
こ
ろ
が
、
わ
が
国
の
賃
金
構
造
に
お
い
て

は
、
年
功
序
列
秩
序
を
背
景
と
し
た
別
の
側
面

が
あ
る
。
年
功
賃
金
を
基
盤
に
、
年
功
と
昇
進

昇
給
が
相
互
に
関
連
す
る
賃
金
体
系
に
あ
っ
て

は
、
賃
金
格
差
は
年
齢
と
密
接
な
か
か
わ
り
を

持
っ
て
く
る
。
モ
デ
ル
賃
金
に
よ
っ
て
、
中
小

企
業
従
業
者
の
大
卒
大
企
業
事
務
従
事
者
に
対

す
る
格
差
を
見
て
み
ょ
う
。
二
十
二
歳
で
は
、

性
別
の
格
差
を
除
い
て
、
ほ
と
ん
ど
現
わ
れ
て

い
な
い
。
と
こ
ろ
が
三
十
歳
に
な
る
と
中
卒
男

で
八
○
％
、
女
で
六
四
％
、
高
卒
男
で
八
四
％
、

女
で
六
八
％
と
格
差
は
急
激
に
拡
大
す
る
。
こ

の
後
五
十
五
歳
ま
で
年
を
追
っ
て
格
差
は
拡
大

し
、
中
卒
男
五
八
％
、
女
四
四
％
、
高
卒
男
六

九
％
、
女
五
一
％
ま
で
下
降
し
て
い
く
（
図
―

三
）
。
こ
の
ほ
か
、
年
末
手
当
、
賞
与
な
ど
の

特
別
給
与
も
、
基
本
給
を
基
礎
と
し
て
算
出
さ

れ
、
在
職
期
間
中
の
給
与
総
額
に
は
、
い
っ
そ

う
膨
大
な
格
差
を
生
ず
る
こ
と
に
な
る
。

　
し
た
が
っ
て
、
住
宅
事
情
の
階
層
的
側
面
が

年
齢
や
世
帯
の
成
長
過
程
と
密
接
に
関
連
し
な

が
ら
、
現
わ
れ
て
き
た
の
と
同
じ
よ
う
に
、
階

層
的
な
賃
金
格
差
は
、
年
齢
の
上
昇
や
世
帯
の

成
長
・
拡
大
に
と
も
な
っ
て
拡
大
し
て
い
く
。

し
か
も
企
業
内
に
お
け
る
住
宅
施
設
や
住
宅
資

金
援
助
の
制
度
も
、
そ
の
規
模
に
よ
っ
て
質
量

両
面
に
著
し
い
格
差
が
あ
り
（
表
三
―
三
）
、

表3－2　賃金格差の縮少傾向

①　規模別、学歴別初任給の格差の推移　一神奈川県－

②　従業員規模による平均所得格差の推移　一全国－
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大
規
模
企
業
ほ
ど
年
齢
や
世
帯
の
成
長
に
応
じ

た
住
宅
の
す
み
か
え
が
行
な
わ
れ
や
す
く
な
っ

て
い
る
。
つ
ま
り
、
年
功
賃
金
を
基
盤
と
す
る

賃
金
体
系
の
も
と
で
、
賃
金
格
差
が
、
年
齢
や

世
帯
の
成
長
過
程
と
か
か
お
り
な
が
ら
、
著
し

く
拡
大
し
て
い
く
こ
と
や
、
従
業
員
福
祉
の
充

実
に
お
け
る
格
差
が
、
住
宅
の
所
有
を
め
ぐ
る

階
層
性
と
し
て
、
年
齢
や
世
帯
の
成
長
過
程
に

現
わ
れ
て
き
た
と
い
え
よ
う
。

(
三
)
終
わ
り
に

　
小
零
細
企
業
の
従
業
者
や
零
細
自
営
業
主
を

図一３　モデル賃金による年齢別賃金格差

中
心
と
し
た
単
純
・
未
熟
練
労
働
者
は
、
こ
う

し
た
賃
金
構
造
の
底
辺
を
形
造
る
ば
か
り
か
、

そ
の
生
活
基
盤
は
き
わ
め
て
不
安
定
で
あ
る
。

彼
ら
が
中
高
年
齢
に
達
し
て
、
た
と
え
そ
れ
が

劣
悪
な
環
境
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
民
間
ア
パ

ー
ト
を
脱
出
す
る
余
裕
が
な
い
の
は
、
も
は
や

明
ら
か
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
基
本
的
に
は
、
世

代
の
交
代
と
こ
れ
に
か
か
わ
る
教
育
程
度
を
通

表3－3　企業規模別住宅施設と住宅資金融資制度

じ
て
再
生
産
さ
れ
る
職
業
階
層
の
形
成
（
表
三

―
四
）
と
年
功
賃
金
を
背
景
と
し
た
賃
金
構
造

の
側
面
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
が
、
ま
た
同
時
に

巨
大
企
業
を
頂
点
と
し
て
再
生
産
さ
れ
る
い
わ

ゆ
る
産
業
の
二
重
構
造
や
労
働
の
二
重
構
造
に

深
く
根
ざ
し
て
い
る
。

　
こ
う
し
た
意
味
で
、
住
宅
の
す
み
か
え
・
移

動
の
過
程
に
お
い
て
捉
え
ら
れ
た
住
宅
事
情
の

階
層
的
側
面
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
こ
の
社
会

に
固
有
の
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
は
別
と
し
て

基
本
的
な
経
済
関
係
や
社
会
関
係
の
側
面
に
他

な
ら
な
い
と
い
え
よ
う
。

＊
東
京
都
労
働
局
・
経
済
局
「
東
京
の
中
小
企

　
業
と
労
働
者
」
一
九
七
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
<
斉
藤
淳
一
>

表3―4　横浜市における就業者の職業構成

　　　　　　　　　　　　　　　(単位：千人・％)
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